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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１月１０日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１月１９日 ０３時４０分ごろ 

発生場所 千葉県館山市洲
すの

埼西方沖 

 洲埼灯台から真方位２６５°１０.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５７.６′ 東経１３９°３２.５′） 

事故の概要 ケミカルタンカー旺
おう

祥
しょう

丸は、北東進中、また、貨物船新生
しんせい

丸は、

南西進中、両船が衝突した。 

旺祥丸は、バルバスバウの破口等を生じ、また、新生丸は、左舷船

尾部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー 旺祥丸、４９８トン  

１４００９６、松田汽船株式会社、マツダマリン株式会社、株

式会社不二海運（船舶借入人） 

６６.３５ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,０２９kＷ、平成１６年９月２９日 

Ｂ 貨物船 新生丸、１５５トン 

１３５８１６、有限会社新生丸 

４９.９７ｍ×８.２０ｍ×４.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年３月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２年３月１５日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２７年２月２４日 

免状有効期間満了日 平成３２年８月２４日 

航海士Ａ 男性 ３３歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２１年２月１０日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２６年５月１３日 

免状有効期間満了日 平成３１年５月１２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 
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四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成３年３月２９日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１月２５日 

免状有効期間満了日 平成３３年３月２８日 

航海士Ｂ１ 男性 ３８歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１０年６月５日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１２月９日 

免状有効期間満了日 平成３０年６月４日 

航海士Ｂ２ 男性 ２７歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２７年３月１２日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２７年３月１２日 

免状有効期間満了日 平成３２年３月１１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に破損、バルバスバウに破口、左舷錨の脱落 

Ｂ 左舷船尾部外板に破口を伴う凹損、船橋楼左舷前部外板に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、ターシャリーブ

チルアルコール約８０４ｔを積載して京浜港川崎区に向け、平成２９

年１月１８日１３時３０分ごろ三重県四日市港を出港し、法定灯火を

表示して自動操舵で北東進していた。 

航海士Ａは、１９日０３時２６分ごろ前直者から船橋当直を引き継

いで単独の船橋当直につき、船橋中央部の操舵スタンドの後方に立っ

て操船に当たり、約０５１°（真方位、以下同じ。）の針路及び約１

３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

航海士Ａは、当直交代時、横切り船がいる旨引継ぎを受け、３Ｍレ

ンジのオフセンターで前方が約４Ｍ映るように設定したレーダーで左

舷前方３.８Ｍ付近にＢ船を認め、双眼鏡でＢ船のマスト灯及び緑灯

を視認し、Ｂ船を横切り船であると思った。 

航海士Ａは、レーダーのエコートレイル機能を使ってＢ船の動静を

継続して監視していたところ、Ｂ船の船尾がＡ船の船首方約１Ｍを左

舷方から右舷方に通過する状況であったので、Ａ船はこのまま直進し

ようと思っていたところ、Ｂ船が右転し、Ａ船に向けて接近するのを

認めた。 

Ａ船は、航海士Ａが、衝突の危険を感じ、汽笛を吹鳴したが、更に

Ｂ船が接近するので、手動操舵に切り換えて機関を全速力後進にか

け、右舵一杯を取ったものの、０３時４０分ごろ船首部とＢ船の左舷

船尾部とが衝突した。 
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 Ａ船は、航海士Ａが機関を中立にし、衝突に気付いて昇橋した船長

Ａが、乗組員に船体の損傷状況の確認を指示し、本事故の発生につい

て船舶所有会社等への連絡及び海上保安庁への通報を行い、海上保安

庁からの連絡を受け、神奈川県横須賀市横須賀港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ、航海士Ｂ１及び航海士Ｂ２ほか２人が乗り組み、車

両３台及び一般雑貨約５０ｔを積載して東京都大島町元町港に向け、

平成２９年１月１８日２３時２０分ごろ京浜港東京区を出港し、法定

灯火を表示して自動操舵で南西進していた。 

航海士Ｂ１は、１９日０２時２０分ごろ前直者から船橋当直を引き

継ぎ、見張り要員として航海士Ｂ２を船橋の左舷側に配置して船橋当

直につき、船橋中央部の操舵スタンドの後方に立って操船に当たり、

約２２０°の針路及び約１１knの速力で航行した。 

 航海士Ｂ１は、右舷前方に‘Ｂ船に対して探照灯を照射してくる反

航船’（以下「第三船」という。）がいたので、６Ｍレンジで作動させ

ていたレーダーにより確認したところ、右舷前方４Ｍ付近に第三船

を、同船の左舷後方にＡ船をそれぞれ認めた。 

 航海士Ｂ１は、なぜ探照灯を照射されるのか分からず不審に思い、

第三船が気になっていたところ、第三船の紅灯を視認し、横切り船な

ので左舷対左舷で通過しようと思い、右舵約１０°を取り、第三船が

船首方を通過したので安心していたところ、右舷前方にＡ船のマスト

灯と紅灯を視認した。 

Ｂ船は、航海士Ｂ１が、航海士Ｂ２に指示して汽笛を吹鳴させ、右舵

約２０°を取ったものの、Ａ船と衝突した。 

 Ｂ船は、航海士Ｂ１が機関を中立にし、航海士Ｂ２から衝突の事実を

聞いて昇橋した船長Ｂが、乗組員の怪我
け が

及び船体の損傷状況の確認を

行い、本事故の発生について船舶所有会社等への連絡及び海上保安庁

への通報を行い、機関室に浸水して自力で航行することができなくな

り、船舶所有会社が手配したタグボートにより館山湾にえい
．．

航され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、Ｂ船がＡ船に向けて接近したとき、できる限りの避航

動作をとったつもりでいたが、結果的に衝突してしまったものと本事

故後に思った。 

航海士Ｂ１は、第三船が気になっていたので、Ａ船の接近に気付く

のが遅れたものと本事故後に思った。 

航海士Ｂ２は、主に左舷方の見張りを行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 判明した事項の解析 

 

 Ａ船は、洲埼西方沖を北東進中、航海士Ａが、Ａ船の船首方を左舷

方から右舷方へ通過する状況であったＢ船が右転し、Ａ船に向けて接

近するのを認めた際、衝突を避けるための動作をとる時機を失したこ

とから、汽笛を吹鳴し、機関を全速力後進にかけて右舵を取ったもの

の、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、洲埼西方沖を南西進中、航海士Ｂ１が、第三船に注意を向

け、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、接近す

るＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船の至近で右舵を取ったものの、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

 航海士Ｂ１は、第三船から探照灯を照射されたことを不審に思った

ことから、第三船に注意を向けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、洲埼西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が南

西進中、航海士Ａが、Ａ船の船首方を左舷方から右舷方へ通過する状

況であったＢ船が右転し、Ａ船に向けて接近するのを認めた際、衝突

を避けるための動作をとる時機を失し、また、航海士Ｂが、第三船に

注意を向け、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両

船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・注意を向けている対象だけでなく、常時適切な見張りを行うこ

と。 

・他船を避航する場合は、十分に余裕のある時期に、かつ、大幅に

衝突を避けるための動作をとること。 

・自船が保持船の立場であるとき、他船が避航動作をとっているこ

とについて疑いがあるときは、直ちに汽笛による警告信号を行う

こと。 
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 付図１ 事故発生経過概略図 
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